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 報告第 11号 

 

   専決処分の報告について 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき別紙のとおり専決

処分したので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定により議

会に報告する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

     国東市長 三 河 明 史    
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   専決処分書 

 

 和解について、市長の専決処分事項に関する条例（平成 20年国東市条例第 22号）

第 1号の規定に基づき、下記のとおり専決処分する。 

 

 令和元年 7月 24 日 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

記 

 

 

１．事故の内容 

   令和元年 5月 21日午前 6時 55分頃、公用車（スクールバス）が送迎のため県

道 34 号線を豊後高田市方面に走行中、自転車に気を取られ運転操作を誤り、大

型道路標識に衝突した。その際、標識に付属した相手方の看板を破損させた。 

 

２．損害賠償の額  7,020円 

 

３．和解の内容 

  (1) 国東市は、相手方に対し、金 7,020円を支払う。 

  (2) 相手方は、国東市に対して本件に関し、今後異議の申し立てをしない。 

 

４．和解の相手方  ・・・・・・・・・・・・ 

          ・・・・・・・・ 
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 報告第 12号 

 

   専決処分の報告について 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき別紙のとおり専決

処分したので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定により議

会に報告する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

     国東市長 三 河 明 史    
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   専決処分書 

 

和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき、下記のとおり専

決処分する。 

 

令和元年 8月 14日 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

記 

 

 

１．事故の内容 

   令和元年 6 月 15 日午後 3 時 00 分頃、国東市安岐町成久 1228 番 2 地先の市道

オレンジロード安岐線を走行中、雨により市道の法面から落ちたと思われる石に

相手方車両が乗り上げ、相手方車両の底部を一部破損した。 

 

２．損害賠償の額   130,800円 

 

３．和解の内容 

  (1) 国東市は、相手方に対し、金 130,800円を支払う。 

  (2) 相手方は、国東市に対して本件に関し、今後異義の申し立てをしない。 

 

４．和解の相手方   ・・・・・・・・・・・・・・・ 

           ・・・・・ 
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 報告第 13号 

 

   専決処分の報告について 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき別紙のとおり専決

処分したので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定により議

会に報告する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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   専決処分書 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき、下記のとおり専

決処分する。 

 

  令和元年 8月 2日 

 

 国東市長 三 河 明 史    

 

 

記 

 

 

１．事故の内容 

   平成 30 年 8 月 3 日、相手方を固定資産を現に所有している者として相続人の

代表とする旨を記した指定通知書を送付したが、平成 31 年 3 月 7 日、相手方に

相続権がないことが判明した。既にその時には相手方は相続放棄の手続きを行っ

ており、相続放棄に伴う戸籍等の請求費用等が発生していた。 

 

２．損害賠償の額   37,946円 

 

３．和解の内容 

  (1) 国東市は、相手方に対し、金 37,946円を支払う。 

  (2) 相手方は、国東市に対して本件に関し、今後異議の申し立てをしない。 

 

４．和解の相手方   ・・・・・・・・・・・・・ 

           ・・・・・・ 
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 報告第 14号 

 

   専決処分の報告について 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき別紙のとおり専決

処分したので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定により議

会に報告する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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   専決処分書 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき、下記のとおり専

決処分する。 

 

  令和元年 8月 6日 

 

 国東市長 三 河 明 史    

 

 

記 

 

 

１．事故の内容 

   平成 30 年 8 月 3 日、相手方を固定資産を現に所有している者として相続人の

代表とする旨を記した指定通知書を送付したが、平成 31 年 3 月 7 日、相手方に

相続権がないことが判明した。既にその時には相手方は相続放棄の手続きを行っ

ており、相続放棄に伴う戸籍等の請求費用等が発生していた。 

 

２．損害賠償の額   1,496円 

 

３．和解の内容 

  (1) 国東市は、相手方に対し、金 1,496円を支払う。 

  (2) 相手方は、国東市に対して本件に関し、今後異議の申し立てをしない。 

 

４．和解の相手方   ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

           ・・・・・・ 
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 報告第 15号 

 

   専決処分の報告について 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき別紙のとおり専決

処分したので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 180条第 2項の規定により議

会に報告する。 
 

  令和元年 9月 3日提出 

 

            国東市長 三 河 明 史    
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   専決処分書 

 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、市長の専決処分事項に関する条例

（平成 20年国東市条例第 22号）第 1号及び第 2号の規定に基づき、下記のとおり専

決処分する。 

 

  令和元年 8月 19日 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

記 

 

 

１．事故の内容 

   平成 30 年 8 月 3 日、相手方を固定資産を現に所有している者として相続人の

代表とする旨を記した指定通知書を送付したが、平成 30年 8月 20日に、相手方

に相続権がないことが判明した。既にその時には相手方は相続放棄の手続きを行

っており、相続放棄に伴う戸籍等の請求費用等が発生していた。 

 

２．損害賠償の額   15,750円 

 

３．和解の内容 

  (1) 国東市は、相手方に対し、金 15,750円を支払う。 

  (2) 相手方は、国東市に対して本件に関し、今後異議の申し立てをしない。 

 

４．和解の相手方   ・・・・・・・・・・・・・・・ 

           ・・・・・・ 
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 報告第 16号 

 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の 

   算定について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 3 条第 1 項

の規定により、平成 29年度決算に基づく健全化判断比率について、監査委員の意見を

つけて、次のとおり報告する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

平成 30年度決算に基づく健全化判断比率 

 

 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

 （１３．０６） 

〔△０．０３〕 

－ 

 （１８．０６） 

〔△０．０３〕 

  ８．５ 

 （２５．０） 

－ 

（３５０．０） 

〔  ０．０〕 

 

（備考） 

 1 実質赤字比率、連結実質赤字比率及び将来負担比率がないため「－」としている。 

 2 括弧書き内は、同法に基づく早期健全化基準。 

 3 そで括弧書き内の実質赤字比率、連結実質赤字比率は、実質黒字額による比率の

ため、負の値で表示している。また、将来負担比率は、充当可能財源等が将来負

担額を上回るため、負の値で表示している。 
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 報告第 17号 

 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率の 

   算定について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号）第 22条第 1項

の規定により、平成 29年度決算に基づく下記特別会計毎の資金不足比率について、監

査委員の意見をつけて、次のとおり報告する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

平成 30年度決算に基づく資金不足比率 

 

（単位：％）  

特別会計の名称 資金不足比率 備考 

公共下水道事業特別会計 
― 

〔△  ７．２〕 

１ 各特別会計ともに資金不足

比率はない。 

 

２ 同法に基づく経営健全化基

準は各特別会計毎に２０．

０％。 

 

３ そで括弧書き内は、資金剰余

額による比率であり、負の値で

表示している。 

特定環境保全 

公共下水道事業特別会計 

― 

〔△  ５．８〕 

農業集落排水事業特別会計 
― 

〔△ ２５．６〕 

浄化槽設置事業特別会計 
― 

〔△  ０．０〕 

水道事業特別会計 
― 

〔△ ２５．７〕 

工業用水道事業特別会計 
― 

〔△３５７．９〕 

市民病院事業特別会計 
― 

〔△ ２３．５〕 
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 認定第 1号 

 

   平成 30年度国東市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に

付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

                       国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 2号 

 

   平成 30年度国東市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意

見をつけて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 3号 

 

   平成 30年度国東市立国東自動車学校特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市立国東自動車学校特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 4号 

 

   平成 30年度国東市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 5号 

 

   平成 30年度国東市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について    

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつけて

議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 6号 

 

   平成 30年度国東市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を

つけて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 7号 

 

   平成 30年度国東市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつけ

て議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 8号 

 

   平成 30年度国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 

の認定について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員

の意見をつけて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 9号 

 

   平成 30年度国東市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 10号 

 

   平成 30年度国東市浄化槽設置事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 30 年度

国東市浄化槽設置事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつけ

て議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 11号 

 

   平成 30年度国東市水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成 30

年度国東市水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつけて

議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 12号 

 

   平成 30年度国東市工業用水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成 30

年度国東市工業用水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を

つけて議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 認定第 13号 

 

   平成 30年度国東市民病院事業特別会計歳入歳出決算の認定について    

 

 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、平成 30

年度国東市民病院事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見をつけ

て議会の認定に付する。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 68号 

 

   令和元年度国東市一般会計補正予算（第 2号） 

 

 令和元年度国東市一般会計補正予算（第 2号）を別紙のとおり定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 69号 

 

   令和元年度国東市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のと

おり定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 70号 

  

   令和元年度国東市立国東自動車学校特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市立国東自動車学校特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり定

める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 71号 

 

   令和元年度国東市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり定

める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 72号 

 

   令和元年度国東市介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定第 2号） 

 

 令和元年度国東市介護保険事業特別会計補正予算（保険事業勘定第 2号）を別紙の

とおり定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

 

 

 



31 

 議案第 73号 

 

   令和元年度国東市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり

定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 74号 

 

   令和元年度国東市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市公共下水道事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり定め

る。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 75号 

 

   令和元年度国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙

のとおり定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 76号 

 

   令和元年度国東市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり定

める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 77号 

 

   令和元年度国東市水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市水道事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 78号 

 

   令和元年度国東市工業用水道事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 令和元年度国東市工業用水道事業特別会計補正予算（第 1号）を別紙のとおり定め

る。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    
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 議案第 79号 

 

   国東市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定について 

 

 国東市会計年度任用職員の報酬等に関する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

 

 (趣旨) 

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 203条の 2第 5項及び第

204条第 3項並びに地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 24条第 5項の規定に

基づき、同法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用

職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 (報酬等) 

第 2 条 地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる職員に対しては、報酬及び

期末手当(以下「報酬等」という。)を支給する。ただし、当該職員のうち、任期が

6 箇月未満のものその他の任命権者が定めるものにあっては、期末手当は支給しな

い。 

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。 

3 報酬の額は、次項、第 5 項又は第 6 項の規定により決定した報酬の基本額及びそ

の基本額に国東市職員の給与に関する条例(平成 18年国東市条例第 59号。以下「給

与条例」という。)第 18 条の 2 第 2 項に定める割合を乗じて得た額(月額の報酬に

あってはその額に 100 円未満、日額及び時間額の報酬にあってはその額に 10 円未

満の端数を生じたときは、これらをそれぞれ四捨五入して得た額)の合計額とする。 

4 月額の報酬を受ける第 1 項の職員の報酬の基本額は、勤務 1 月につき、別表に掲

げる職種の区分に応じ、同表に定める月額に、その者について定められた 1週間当

たりの勤務時間を 38.75 で除して得た数を乗じて得た額(その額に 100 円未満の端

数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内で任命権者が定

める基準により決定する。 

5 日額の報酬を受ける第 1 項の職員の報酬の基本額は、勤務 1 日につき、別表に掲

げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を 21 で除して得た額に、その者につい

て定められた 1日当たりの勤務時間を 7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額
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に 10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内

で任命権者が定める基準により決定する。 

6 時間額の報酬を受ける第 1 項の職員の報酬の基本額は、勤務 1 時間につき、別表

に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を 21で除して得た数を 7.75で除し

て得た額(その額に 10 円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)

を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。 

7 報酬等の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならな

い。 

8 第 2 項から前項までに規定するもののほか、第 1 項の職員に対しては、一般職の

常勤職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬を任命権者が定めるところ

により支給する。 

 (費用弁償) 

第 3 条 前条第 1 項の職員が給与条例第 17 条第 1 項の職員たる要件を具備するに至

ったとき及び公務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。 

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡

を考慮して任命権者が定める。 

 (給料等) 

第 4 条 地方公務員法第 22 条の 2 第 1 項第 2 号に掲げる職員に対しては、給料、地

域手当、通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当(以下「給料等」という。)を支給

する。ただし、当該職員のうち、任期が 6箇月未満のものその他の任命権者が定め

るものにあっては、期末手当は支給しない。 

2 給料の額は、勤務 1 月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月

額を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。 

3 給料等の額は、一般職の常勤職員の給料との権衡を考慮して定めなければならな

い。 

 (支給) 

第 5 条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第 2 条第 1 項及び前条

第 1項に規定する手当に限る。次条及び第 7条において同じ。)の支給については、

前 3条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。ただし、報酬の額を

日額又は時間額で定める者に対する報酬は、その都度又は支給事由の生じた月の分

を翌月の国東市職員の給与に関する条例施行規則(平成 18年国東市規則第 48号)第

2条に定める支給日に支給する。 

 (減額) 

第 6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職

員の給与の減額の例に準じて任命権者が定める。 

 (特例) 

第 7条 職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める会計年度任用職員の報酬、費用

弁償、給料及び手当については、第 2条から前条までの規定にかかわらず、一般職
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の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して任命権者が決定する。 

 (委任) 

第 8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

第 1条 この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。ただし、附則第 4条中国東市

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第 9条の改正規定、附則第 8条中国

東市職員の給与に関する条例第 27 条第 1 項及び第 4 項、第 28 条第 2 号、第 30 条

第 1 項及び第 2 項第 1 号並びに第 32 条第 7 項の改正規定、附則第 9 条中国東市技

能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第 12条並びに第 13条の改正規定並

びに附則第 10条の規定は、令和元年 12月 14日から施行する。 

 (国東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正) 

第 2 条 国東市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 18 年 3 月 31 日国

東市条例第 38号)の一部を次のように改正する。 

  第 2条第 2項第 3号中「第 22条第 1項」を「第 22条」に改める。 

 (国東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正) 

第 3 条国東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成 18 年国東市条例第

39号)の一部を次のように改正する。 

  第 3 条中「占める職員」の次に「及び同法第 22 条の 2 第 1 項第 2 号に掲げる職

員」を加える。 

 (国東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正) 

第 4条 国東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成 18年国東市条例

第 40号) の一部を次のように改正する。 

  第 7条に次の 1項を加える。 

 4 法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員に対する第 1項の規定の適用

については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第 22条の 2第 2項

の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

  第 9条中「第 16条第 1項第 2号」を「第 16条第 1号」に改める。 

 (国東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正) 

第 5 条 国東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成 18 年国東市条例第 44

号)の一部を次のように改正する。 

  第 3条中「給料月額」の次に「(法第 22条の 2第 1項第 1号に掲げる職員にあっ

ては、報酬(会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第 号)第 2 条

第 3項の報酬の基本額に相当する部分に限る。)の月額(日額又は時間額の報酬を受

ける職員にあっては、月額に相当する額))」を加える。 

 (国東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正) 

第 6条 国東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成 18年国東市条例第 47号) 
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の一部を次のように改正する。 

  第 21 条見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員又は臨時的任用職員」に

改め、同条中「非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)」を「地方公務員法第

22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員又は臨時的任用職員」に改める。 

 (国東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 

第 7 条 国東市職員の育児休業等に関する条例(平成 18 年国東市条例第 48 号) の一

部を次のように改正する。 

  第 7 条中「育児休業をしている職員」の次に「(地方公務員法(昭和 25 年法律第

261 号)第 22 条の 2 第 1 項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」

という。)を除く。)」を加える。 

  第 8条中「育児休業をした職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加え

る。 

 (国東市職員の給与に関する条例の一部改正) 

第 8条 国東市職員の給与に関する条例(平成 18年国東市条例第 59号)の一部を次の

ように改正する。 

  第 6条第 2項を削る。 

  第 27 条第 1 項中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4 項の規

定により失職し」を削り、同条第 4項中「、若しくは失職し」を削る。 

  第 28条第 2号中「(同法第 16条第 1号に該当して失職した職員を除く。)」を削

る。 

  第 30 条第 1 項中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4 項の規

定により失職し」を削り、同条第 2項第 1号中「、若しくは失職し」を削る。 

  第 32 条第 7 項中「、若しくは法第 16 条第 1 号に該当して法第 28 条第 4 項の規

定により失職し」を削り、「第 27条第 1項」を「同項」に改める。 

  第 34条を次のように改める。 

 (会計年度任用職員の給与) 

第 34条 地方公務員法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員の給与につい

ては、別に条例で定める。 

 (国東市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正) 

第 9条 国東市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成 18年国東市条

例第 60号)の一部を次のように改正する。 

  第 2条第 3項中「、勤勉手当及び」を「及び勤勉手当」に改め、「退職手当」を削

る。 

  第 12 条中「、若しくは地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 16 条第 1 号に

該当して同法第 28条第 4項の規定により失職し」を削る。 

  第 13 条中「、若しくは地方公務員法第 16 条第 1 号に該当して同法第 28 条第 4

項の規定により失職し」を削る。 

  第 14条を削る。 
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  第 15条中「、第 5条及び前条の」を「及び第 5条の」に改め、同条を同条第 3項

とし、同条に第 1項及び第 2項として次の 2項を加える。 

  第 4 条、第 5 条、第 7 条、第 9 条から第 11 条、及び前条の規定は地方公務員法

第 22 条の 2 第 1 項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」とい

う。)には適用しない。 

 2 第 12条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が 6箇月未満のものその他の

任命権者が定めるものには適用しない。 

  第 15条を第 14条とし、第 16条から第 18条までを 1条ずつ繰り上げる。 

  第 19条を削り、第 20条を第 18条とし、第 21条を第 19条とする。 

 (国東市職員等の旅費に関する条例の一部改正) 

第 10条 国東市職員等の旅費に関する条例(平成 18年国東市条例第 62号) の一部を

次のように改正する。 

  第 3 条第 3 項中「第 16 条第 2 号から第 5 号まで」を「第 16 条各号」に改める。 

 (国東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正) 

第 11 条 国東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成 18 年国東市条例

第 223号)の一部を次のように改正する。 

  第 2条第 1項中「もの」の次に「、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 22

条の 2 第 1 項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)」を加え、「地

方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)」を「同法」に改め、同条第 2 項中「、勤勉

手当及び」を「及び勤勉手当」に改め、「退職手当」を削る。 

  第 15条を削り、第 16条を第 15条とし、第 17条を第 16条とし、第 18条を第 17

条とする。 

  第 19条を削り、第 20条を第 18条とする。 

  第 21 条の見出し中「再任用」を「特定の」に改め、同条中「、第 7 条及び第 15

条の」を「及び第 7 条の」に改め、同条を同条第 3 項とし、同条に第 1 項及び第 2

項として次の 2項を加える。 

  第 5 条から第 7 条まで、第 10 条から第 12 条、第 14 条の規定は、会計年度任用

職員には適用しない。 

 2 第 13条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が 6箇月未満のものその他の

管理者が定めるものには適用しない。 

 同条を第 19条とし、第 22条を第 20条とする。 

 (外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改

正) 

第 12 条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平

成 19年国東市条例第 3号) の一部を次のように改正する。 

  第 2条第 2項第 3号中「第 22条第 1項」を「第 22条」に改める。 

 

別表(第 2条、第 4条関係) 
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職種 月額 

(1)  定型的又は補助的な

業務を行う職種(他の職

種の区分の適用を受け

ないものを含む) 

給与条例別表第 1行政職給料表に定める 1級における

最高の号給の給料月額 

(2)  やや高度な知識、技

術、経験等を要する職種 

給与条例別表第 1行政職給料表に定める 2級における

最高の号給の給料月額 

(3)  相当高度の知識、技

術、経験等を要する職種 

給与条例別表第 1行政職給料表に定める 3級における

最高の号給の給料月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の報

酬等に関し必要な事項を定めるとともに、関係条例の整備を行う必要があ

るので提出する。 
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 議案第 80号 

 

   国東市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の範囲を 

   定める条例の制定について 

 

国東市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の範囲を定め

る条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

国東市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の範囲を 

定める条例 

 

 (趣旨) 

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第７

号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定に基づき、子ども・子育て支

援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11第1項の規定によ

る施設等利用費の支給の対象となる改正法附則第4条第1項の規定により支援法第7

条第10項第4号に掲げる施設とみなされる施設(次条において「認可外保育施設」と

いう。)の範囲を限定することに関し必要な事項について定めるものとする。 

 (施設等利用費の支給の対象となる認可外保育施設の範囲の限定) 

第 2条 改正法の施行の日から起算して 5年を経過する日までの間、認可外保育施設

に係る支援法第 30条の 11第 1項の規定による施設等利用費の支給は、同項に規定

する特定子ども・子育て支援施設等である認可外保育施設のうち次条に規定する基

準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに

限り行うものとする。 

 (条例で定める基準) 

第 3条 改正法附則第 4条第 2項に規定する市町村の条例で定める基準は、支援法第

7条第 10項第 4号の内閣府令で定める基準とする。 

 

附 則 

この条例は、令和元年 10 月 1日から施行する。 

 

提案理由 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、保育の無償化の対象を内閣府

令で定める基準を満たす施設に限定するため、本条例を制定する必要があ

るので提出する。 
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 議案第 81号 

 

   国東市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 

国東市森林環境譲与税基金条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

国東市森林環境譲与税基金条例 

 

(設置) 

第 1 条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成 31 年法律第 3 号)に基づ

き、国から譲与を受ける森林環境譲与税により実施する森林の整備及びその促進に

関する施策に要する費用に充てるため、国東市森林環境譲与税基金(以下「基金」

という。)を設置する。 

(積立て) 

第 2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

 (基金の管理) 

第 3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

 (運用益金の処理) 

第 4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金

に編入するものとする。 

 (繰替運用) 

第 5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 (処分) 

第 6条 市長は、第 1 条の費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分する

ことができる。 

 (委任) 

第 7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。 

 

附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 森林環境譲与税の創設に伴い、当該譲与税を基金として積み立て、適正

に管理し、及び運用するため、本条例を制定する必要があるので提出する。 
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 議案第 82号 

 

   国東市ケーブルテレビ施設条例の一部改正について 

 

 国東市ケーブルテレビ施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市ケーブルテレビ施設条例の一部を改正する条例 

 

 国東市ケーブルテレビ施設条例（平成 18年国東市条例第 19号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第 2条第 3号を削る。 

 第 26条第 2項中「、第 24条及び第 33条」を「及び第 24条」に改める。 

 第 33条を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和元年 10月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 安岐向陽台・武蔵向陽台のケーブルテレビ施設を取得するにあたり、本

条例の一部を改正する必要があるので提出する。 
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 議案第 83号 

 

   国東市手数料条例の一部改正について 

 

 国東市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 国東市手数料条例（平成 18 年国東市条例第 74 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第 7中「1,580,000円」を「1,590,000円」に、「1,940,000 円」を「1,950,000

円」に、「2,260,000円」を「2,270,000円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和元年 10月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、消防関係

手数料の額を変更するため、本条例の一部を改正する必要があるので提出

する。 
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 議案第 84号 

 

   国東市立学校設置条例の一部改正について 

 

 国東市学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 国東市立学校設置条例(平成 18 年国東市条例第 101 号)の一部を次のように改正す

る。 

 第 1条中「第 29条及び第 45条」を「第 29条、第 45条及び第 49条の 2」に、「小

学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 別表武蔵東小学校、武蔵西小学校及び武蔵中学校の項を削り、同表に次のように加

える。 

  3 義務教育学校 

名称 位置 

志成学園 国東市武蔵町成吉 810番地 

 

   附 則 

 (施行期日) 

第 1条 この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 (国東市立学校の児童・生徒遠距離通学に係る通学費補助条例の一部改正) 

第 2条 国東市立学校の児童・生徒遠距離通学に係る通学費補助条例(平成 18年国東

市条例第 102号)の一部を次のように改正する。 

  第 1条中「小学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 (国東市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改

正) 

第 3 条 国東市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成

20年国東市条例第 30号)の一部を次のように改正する。 

  第 2条第 4号中「小学校、中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

 (国東市暴力団排除条例の一部改正) 

第 4条 国東市暴力団排除条例(平成 23年国東市条例 17号)の一部を次のように改正
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する。 

  第 8 条中「中学校」の次に「又は義務教育学校(後期課程に限る。)」を加える。 

 (国東市財前奨学金に関する条例の一部改正) 

第 5 条 国東市財前奨学金に関する条例(平成 28 年国東市条例第 3 号)の一部を次の

ように改正する。 

  第 5条中「中学校長」の次に「又は義務教育学校長」を加える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 武蔵東小学校、武蔵西小学校、武蔵中学校を統合し、義務教育学校を開

校するにあたり、関係条例の一部を改正する必要があるので提出する。 
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 議案第 85号 

 

   国東市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について 

 

 国東市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長  三 河 明 史    

 

 

   国東市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

 

 国東市特定公共賃貸住宅条例（平成 18 年国東市条例第 215 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第 6条第 3項中「かえで住宅」の次に「並びに国見地域に所在する特定公共賃貸住

宅」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和元年 10月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 国見地域の特定公共賃貸住宅への単身入居を可能にすることにより、定

住者の確保を図るため、本条例の一部を改正する必要があるので提出する。 
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 議案第 86号 

 

   国東市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に 

   ついて 

 

×国東市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正する条例を 

次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

×××国東市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

 国東市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 18 年国東市条例

第 228号）の一部を次のように改正する。 

 第 2条中「984人」を「920人」に改める。 

 第 4条中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、同条第 3号中「免職」を「懲戒免職」

に改め、同号を同条第 2号とし、同条第 4号を同条第 3号とする。 

 第 5条第 2項第 1号中「第 3号」を「第 2号」に改める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (処分等に関する経過措置) 

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定（欠格条項を定め

るものに限る。）に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例に

よる。 

 

 

 

 

 

 提案理由 国東市消防団員の定数の見直し及び成年被後見人等の権利の制限に係

る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴

い、本条例の一部を改正する必要があるので提出する。 
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議案第 87号 

 

   国東市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 

 

国東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する 

   条例 

 

国東市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成 20 年国東市条例第

45号)の一部を次のように改正する。 

 第 2 条第 1 項中「及び」を「、」に改め、「を占める職員」の次に「及び同法第 22

条の 2 第 1 項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)」を加え、同条第 3

項中「管理職手当」の次に「、初任給調整手当」を、「扶養手当」の次に「、地域手

当」を加える。 

 第 25条を第 26条とする。 

 第 24 条の見出し中「再任用」を「特定の」に改め、同条中「第 6 条及び第 7 条」

を「第 5条、第 7条及び第 9条」に改め、同条を同条第 3項とし、同条に第 1項及び

第 2項として次の 2項を加える。 

 第 5 条、第 7 条及、第 9 条及び第 19 条の規定は、会計年度任用職員には適用しな

い。 

2 第 19条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が 6箇月未満のものその他の管

理者が定めるものには適用しない。 

 第 24条を第 25条とする。 

 第 23 条を削り、第 22 条を第 24 条とし、第 15 条から第 21 条までを 2 条ずつ繰り

下げる。 

 第 14条第 2項中「第 10条、第 11条第 2項及び第 12条」を「第 12条、第 13条第

2項及び第 14条」に改め、同条を第 16条とする。 

 第 13条を第 15条とし、第 8条から第 12条までを 2条ずつ繰り下げ、第 7条を第 9

条とし、同条の前に次の 1条を加える。 

 (地域手当) 

第 8条 地域手当は、欠員の補充が困難であると認められる職に対して管理者が定め
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るところにより支給する。 

 第 6条を第 7条とし、第 5条の次に次の 1条を加える。 

 (初任給調整手当) 

第 6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が

困難であると認められる職に対して、管理者が定めるところにより支給する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に関

する事項を定めるとともに、手当に関する整備をするため、本条例の一部

を改正する必要があるので提出する。 
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 議案第 88 号 

 

   国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

   定める条例の一部改正について 

 

国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和元年 9 月 3 日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

   定める条例の一部を改正する条例 

 

 国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例(平成 26 年国東市条例第 21 号)の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を定める条例 

 目次を次のように改める。 

目次 

 第 1 章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

  第 1 節 総則(第 1 条－第 3 条) 

  第 2 節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

   第 1 款 利用定員に関する基準(第 4 条) 

   第 2 款 運営に関する基準(第 5 条－第 34 条) 

   第 3 款 特例施設型給付費に関する基準(第 35 条・第 36 条) 

  第 3 節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

   第 1 款 利用定員に関する基準(第 37 条) 

   第 2 款 運営に関する基準(第 38 条－第 50 条) 

   第 3 款 特例地域型保育給付費に関する基準(第 51 条・第 52 条) 

 第 2 章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(第 53 条－第 61 条) 

 第 3 章 雑則(第 62 条) 

 附則 

 「第1章 総則」を「第1章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運

営に関する基準」に改め、同章中第1条の前に次の節名を付する。 
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  第1節 総則 

 第2条第9号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第10号中「支

給認定保護者」及び「保護者支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条第11号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条中第22号を第27号とし、第17号から第21号までを5号ずつ繰り下げ、同条第16

号中「法第28条第4項の規定」を「法第28条第4項」に、「法第30条第4項の規定」を

「法第30条第4項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同号を同条第21号とし、同条中第15号を第20号とし、第14号を第19号とし、同条第

13号中「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改め、同号

を同条第18号とし、同条中第12号を第17号とし、第11号の次に次の5号を加える。 

 (12) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成

26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・

保育給付認定子どもをいう。 

 (13) 特定満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳

以上保育認定子どもをいう。 

 (14) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子

どもをいう。 

 (15) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得

割合算額をいう。 

 (16) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども

をいう。 

 第3条第1項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負

担の軽減について適切に配慮された内容」に改める。 

 「第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準」及び「第1節 利用定員に関

する基準」を削る。 

 第4条の前に次の節名及び款名を付する。 

   第2節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

   第1款 利用定員に関する基準 

 同条の見出しを削り、同条第1項中「章」を「節」に改める。 

 「第2節 運営に関する基準」を削る。 

 第5条の前に次の款名を付する。 

   第2款 運営に関する基準 

 同条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負

担」を「第13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

 第6条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第1項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項及び第3項中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第4項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改め、同条第5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付
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認定子ども」に改める。 

 第7条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第8条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定の有

無、支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子ども」

に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。 

 第9条(見出しを含む。)、第10条及び第11条中「支給認定」を「教育・保育給付認

定」に改める。 

 第13条第1項中「(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者(満3

歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」に、「法第27

条第3項第2号に掲げる額(当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合に

あっては法第28条第2項第2号に規定する市が定める額とし、特別利用教育を提供す

る場合にあっては法第28条第2項第3号に規定する市が定める額とする。)」を「教育・

保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に掲げる額」に改め、同条第2

項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「規定する額(その額

が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・

保育に要した費用の額)をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する

場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、

当該現に特別利用保育に要した費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあって

は法第28条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別

利用教育に要した費用の額)」を「掲げる額」に改め、同条第3項中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第4項各号列記以外の部分中「次

の各号」を「次」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同項第3号中「提供」の次に「(次に掲げるものを除く。)」を加え、「(法第19条第1

項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項

第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」を

削り、同号に次のように加える。 

  ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、そ

の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世

帯に属する者に係る市民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定める金

額未満であるものに対する副食の提供 

   (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 77,101円 

   (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)におい

て同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付
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認定保護者にあっては、77,101円) 

  イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負

担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校

の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する

子どもをいう。以下イにおいて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそ

れぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提供(アに該

当するものを除く。) 

   (ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子

ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 

   (イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目

の年長者である者を除く。)である者 

  ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 同条第4項第5号、同条第5項及び同条第6項中「支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定保護者」に改める。 

 第14条第1項中「法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項

において」を「法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」に、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。 

 第16条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第17条中「常に支給認定子ども」を「常に教育・保育給付認定子ども」に、「支

給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第18条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「の保護者」

を「に係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第19条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者」に改める。 

 第20条中「の各号」を削り、同条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負

担その他の」を「第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」

に改める。 

 第21条第1項並びに第2項ただし書、第24条の見出し、同条から第26条までの規定

並びに第27条第1項及び第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。 

 同条第3項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「の保護者」

を「に係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第28条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 
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 第30条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第3項及び第4項中「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第32条第2項及び第4項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に

改める。 

 第34条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、「の

各号」を削り、同項第2号中「に規定する提供した」を「の規定による」に改め、「に

係る必要な事項の」を削り、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改め

る。 

 「第3節 特例施設型給付費に関する基準」を削る。 

 第35条の前に次の款名を付する。 

   第3款 特例施設型給付費に関する基準 

 第35条第1項中「限る。」の次に「以下」を加え、「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付

認定子ども」に改め、同条第3項中「を含むものとして、本章」を「を、施設型給付

費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項にお

いて同じ。)を、それぞれ含むものとして、前款」に、「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、「総数」」の次に「と、第13条第2項中「法第27条第

3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」

と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」」を加える。 

 第36条第1項中「次項」を「以下この条」に、「支給認定子ども」を「教育・保育

給付認定子ども」に改め、同条第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同条第3項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付

費を、それぞれ含む」に、「本章」を「前款」に、「と、第13条第4項第3号中「除

き、同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限

る。)」とあるのは「除く。)」を「と、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定こどもの総数」とあるのは「法第19条第1

項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定こど

もの総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第

28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4

項第3号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」

に改める。 

 「第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準」及び「第1節 利用定員に
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関する基準」を削る。 

 第37条の前に次の節名及び款名を付する。 

   第3節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

   第1款 利用定員に関する基準 

 第37条の見出しを削り、同条第1項中「のうち、家庭的保育事業にあっては、その」

を「(事業所内保育事業を除く。)の」に、「この章」を「この節」に、「の数を」

を「の数は、家庭的保育事業にあっては」に、「をいう。」を「をいう。第42条第3

項第1号において同じ。」に改め、「、その利用定員の数を」を削る。 

 「第2節 運営に関する基準」を削る。 

 第38条の前に次の款名を付する。 

   第2款 運営に関する基準 

 第38条第1項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する

事項」に改める。 

 第39条第1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も」を「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この

節において同じ。)」に、「支給認定子どもが」を「満3歳未満保育認定子どもが」

に改め、同条第3項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 

 第40条第2項中「法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 

 第41条中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める。 

 第42条第1項中「この項」を「以下この項から第5項まで」に改め、同項第1号中「支

給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め、同項第2号中「をいう。」

を「をいう。以下この条において同じ。」に改め、同項第3号中「支給認定子ども」

を「満3歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に

改め、同項を同条第9項とし、同項の前に次の1項を加える。 

8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に

規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第5条において

「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1項本文の規定に

かかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

 第42条第3項中「を行う者であって、第37条第2項の規定により定める利用定員が

20人以上のもの」を「(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のもの

に限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者」に改め、

同項を同条第7項とし、同条第2項中「前項本文」を「第1項本文」に改め、同項を同

条第6項とし、同条第1項の次に次の4項を加える。 

2 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著



60 

しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと

認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができる。 

 (1) 特定地域型保育事業者と前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

の間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

 (2) 前項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障

が生じないようにするための措置が講じられていること。 

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次

号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は

事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」と

いう。) 

 (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案し

て小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

4 市長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

5 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、

市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者とし

て適切に確保しなければならない。 

 (1) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福

祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。) 

 (2) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法39条第1項に規定する業

務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要

とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を

受けているもの 

 第43条第1項中「(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この

条及び第50条において準用する第14条において同じ。)」を削り、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「(当該特定地域型保育事業者が特別利用

地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号に規定する市が定める額

とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第3号に規定す

る市が定める額とする。)」を削り、同条第2項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改め、「(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい、当該特定地域

型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2項第2号
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に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該

特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保

育に要した費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第

2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が

現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用

地域型保育に要した費用の額)」を削り、同条第3項中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改め、同条第4項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第4号中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第5項及び第6項中「支給

認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第46条第5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の

規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

 第47条第1項及び第2項ただし書中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ど

も」に改める。 

 第49条第2項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、同項第2

号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特

定地域型保育」に改め、同項第3号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

 第50条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事

業所及び特定地域型保育」に、「第14条第1項」を「第11条中「教育・保育給付認定

子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子ど

もに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この款において同じ。)につ

いて」と、第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条

の見出し中「施設型給付費」とあるのは、「地域型保育給付費」と、同条第1項」に、

「第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)」

を「第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」に、「第30条第1項に規定する特例

地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」」を「第29条第1項の地域

型保育給付費をいう。以下この項及び第19条において」と、「施設型給付費の」と

あるのは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」と

あるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは

「地域型保育給付費」」に改める。 

 「第3節 特例地域型保育給付費に関する基準」を削る。 

 第51条の前に次の款名を付する。 

   第3款 特例地域型保育給付費に関する基準 

 第51条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条

第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「法第19条第1項

第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満3歳未満保育

認定子ども」に、「あっては」を「あっては、」に改め、同条第3項中「含むものと

して、本章(第39条第2項及び第40条第2項を除く。)の規定を適用する」を「、地域
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型保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付費を

いう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この節(第40条第2

項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、

第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)

の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19

条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保育認定子

ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」とあるの

は「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「法第20条第

4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定

地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法

により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは

「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前

2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3

号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前4項」とある

のは「前3項」とする」に改める。 

 第52条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条

第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「あっては」を「あ

っては、」に改め、同条第3項中「含むものとして、本章の規定を適用する」を「、

地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節

の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特

定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」

と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特

定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第

1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第13条第4項第3号ア
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又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。」に改める。 

 第53条を第62条とする。 

第4章を第3章とし、第1章の次に次の1章を加える。 

   第2章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 

 (趣旨) 

第53条 法第58条の4第2項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等(法第

30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)の運営に関す

る基準は、この章に定めるところによる。 

 (教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録) 

第54条 特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ど

も・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)は、特定子ども・子育て支援(同条第1

項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を提供した際は、提供

した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事

項を記録しなければならない。 

 (利用料及び特定費用の額の受領) 

第55条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したと

きは、施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認

定保護者をいう。以下同じ。)から、その者との間に締結した契約により定められ

た特定子ども・子育て支援の提供の対価(子ども・子育て支援法施行規則第28条の

16に規定する費用(以下「特定費用」という。)に係るものを除く。以下「利用料」

という。)の額の支払を受けるものとする。 

2 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける額のほか、特

定費用の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受けることができる。この場

合において、特定子ども・子育て支援提供者は、あらかじめ、当該支払を求める

金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにするとともに、施設等

利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 

 (領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付) 

第56条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の支払を受ける

際、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければ

ならない。この場合において、当該領収証は、利用料の額と特定費用の額とを区

分して記載しなければならない。ただし、前条第2項に規定する費用の支払のみを

受ける場合は、この限りでない。 

2 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該支払をした施設等

利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した

日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用

費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しな

ければならない。 

 (法定代理受領の場合の読替え) 
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第57条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特

定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合における前2条の規

定の適用については、第55条第1項中「額」とあるのは「額から法第30条の11第3

項の規定により市から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前

条第1項中「利用料の額」とあるのは「利用料の額から法第30条の11第3項の規定

により市から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第2項中

「前項の場合において、」とあるのは「法第30条の11第3項の規定により市から特

定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をし

た」とあるのは「当該市及び当該」と、「交付し」とあるのは「交付し、及び当

該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護者に係る施設

等利用費の額を通知し」とする。 

 (施設等利用給付認定保護者に関する市への通知) 

第58条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている

施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子

どもをいう。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行

為によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を当該支給に係る市に通知しなければならない。 

 (施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則) 

第59条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信

条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否

かによって、差別的取扱いをしてはならない。 

 (秘密保持等) 

第60条 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の職員及び管理者は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

2 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支援提供者

その他の機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する際に

は、あらかじめ文書により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付

認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

 (記録の整備) 

第61条 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

2 特定子ども・子育て支援提供者は、第54条の規定による特定子ども・子育て支援

の提供の記録及び第58条の規定による市への通知に係る記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。 
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 附則第2条第1項中「(法第27条第3項第2号に掲げる額(当該特定教育・保育施設が」

とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」と

あるのは「定める額をいう。)」を「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保

育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から、

特定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以下この

項において同じ。)」に、「(法第27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附

則第6条第3項の規定により読み替えられた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」とあるのは

「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)」

に改める。 

 附則第3条を以下のように改める。 

附則第3条 削除 

 附則第5条中「特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者(特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。)」に、「5年」を「10年」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第37条

中「をいう。」を「をいう。第42条第3項第1号において同じ。」に改める改正規定、

第42条の改正規定（同条第1項第1号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子

ども」に改める改正規定、同項第3号中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定

子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める改正規

定及び同条第4項中「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に改める改

正規定を除く。）及び附則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 子ども・子育て支援法の一部改正及び特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部を改

正する必要があるので提出する。 
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議案第 89号 

 

   国東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部改正について 

 

 国東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

国東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

 国東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 26年国東

市条例第 22号)の一部を次のように改正する。 

 第 6条第 2項第 1号中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次

の 2項を加える。 

4 市長は、家庭的保育事業者等による第 1 項第 3 号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

5 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第 59条第 1項に規定する施設の

うち、次に掲げるもの(入所定員が 20 人以上のものに限る。)であって、市長が適

当と認めるものを第 1項第 3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に

確保しなければならない。 

 (1) 子ども・子育て支援法第 59条の 2第 1項の規定による助成を受けている者の

設置する施設(法第 6条の 3第 12項に規定する業務を目的とするものに限る。) 

 (2) 法第 6 条の 3 第 12 項及び第 39 条第 1 項に規定する業務を目的とする施設で

あって、法第 6条の 3第 9項第 1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保

育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの」を加え

る。 

 第 16条第 2項第 4号中「附則第 2条第 2項において同じ。」を削除する。 

 第 23条第 2項第 2号中「第 34条の 20第 1項第 4号」を「第 34条の 20第 1項第 3

号」に改める。 

 第 45条に次の 1項を加える。 

2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第 6条の 3第 12項第 2号に規定す
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る事業を行う者であって、市長が適当と認めるもの(附則第 3 条において「特例保

育所型事業所内保育事業者」という。)については、第 6 条第 1 項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

 附則第 2条第 2項中「(第 22条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施

されるものに限る。)」を削る。 

 第 3 条中「家庭的保育事業者等」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。)」を加え、「5年」を「10年」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

の施行に伴い、本条例の一部を改正する必要があるので提出する。 
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 議案第 90号 

 

   国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する 

   条例の一部改正について 

 

国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する 

   条例の一部を改正する条例 

 

 国東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成 27年国東市条例第 2号）の一部を次のように改正する。 

 第 3条を次のように改める。 

 (利用者負担額) 

第 3 条 法第 20 条に規定する教育・保育給付認定を受けた保護者は、特定教育・保

育施設及び地域型保育事業の利用に際し、法第 27条第 3項第 2号、第 28条第 2項

各号、第 29条第 3項第 2号、第 30条第 2項各号、法附則第 6条第 4項及び第 9条

第 1項各号に規定する教育・保育認定保護者の負担額を 0円とする。 

 第 4条及び第 5条を削る。 

 第 6条第 2項中「別表第 4」を「別表第 1」に改め、同条を第 4条とする。 

 第 7条第 2項中「別表第 5」を「別表第 2」に改め、同条を第 5条とする。 

 第 8条第 2項中「別表第 6」を「別表第 3」に改め、同条を第 6条とする。 

 第 9条見出し中「利用者負担額」を「延長保育料等」に改め、同条中「第 5条」を

「第 4条」に改め、「利用者負担額、」を削り、「利用者負担額等」を「延長保育料等」

に改め、同条を第 7条とする。 

 第 10 条見出し中「利用者負担額等」を「延長保育料等」に改め、同条第 1 項及び

第 2項を削り、同条第 3項中「第 6条、第 7条及び第 8条」を「第 4条から第 7条ま

で」に改め、同項を同条第 1項とする。 

 第 11条を第 9条とする。 

 別表第 1から別表第 3までを削る。 

 別表第 4中「第 6条関係」を「第 4条関係」に改め、同表を別表第 1とする。 

 別表第 5中「第 7条関係」を「第 5条関係」に改め、同表を別表第 2とする。 
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 別表第 6中「第 8条関係」を「第 6条関係」に改め、同表を別表第 3とする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 子ども・子育て支援法の一部改正に関連し、保育の無償化を実施するに

あたり利用者負担額を変更する必要があるため、本条例の一部を改正す

る必要があるので提出する。 
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 議案第 91号 

 

   国東市立幼稚園使用料徴収条例の廃止について 

 

 国東市立幼稚園使用料徴収条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

国東市長 三 河 明 史    

 

 

   国東市立幼稚園使用料徴収条例を廃止する条例 

 

 国東市立幼稚園使用料徴収条例(平成 18年国東市条例第 105号)は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和元年 10月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、国東市子育て支援対策として、

子育て世帯を経済的に支援し、定住を促進するため、本条例を廃止する必

要があるので提出する。 
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 議案第 92号 

 

  財産の無償貸付について 

 

 下記のとおり財産を無償貸付することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 96条第 1項第 6号の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和元年 9月 3日提出 

国東市長  三 河 明 史    

 

記 

 

１ 無償貸付を行う財産、無償貸付の相手方 

財産 無償貸付の相手方 

旧西武蔵小学校 校舎 

 国東市安岐町富清 3209番地 

 鉄筋コンクリート造 2階建 

 床面積 1,315 ㎡のうち「くにさき七

島藺振興会」部分を除いた面積 

国東市安岐町富清 3209番地 2 

国東時間株式会社 

代表取締役  松岡 勇樹 

 

国東市安岐町富清 3209番地 2 

ＦＬＡＴＳ合同会社 

代表  森山 長英 

 

２ 貸付の目的 

   市有財産の有効活用を図るため、廃校となった学校施設のうち建物を無償で貸

付けるもの。 

 

３ 貸付の期間 

   令和元年 10月 1日から 10年の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 廃校となった旧西武蔵小学校の校舎を無償で貸付けることにより、地域

の活性化及び市有財産の有効活用を図るため提出する。 
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 諮問第 2号 

 

  人権擁護委員の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

住  所  国東市武蔵町・・・・・・・・ 

 

氏  名  岩
い わ

 光
み つ

   侃
やすし

 

 

生年月日  昭和・年・月・日 

 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

 

国東市長  三 河 明 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 岩光侃委員の任期が令和元年 12月 31日に満了するため、再任の推薦を

することについて議会の意見を求める。 
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諮問第 3号 

 

  人権擁護委員の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

住  所  国東市安岐町・・・・・・・・ 

 

氏  名  服
は っ

 部
と り

 伴
と も

 夫
お

 

 

生年月日  昭和・年・月・日 

 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

 

国東市長  三 河 明 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 服部伴夫委員の任期が令和元年 12月 31日に満了するため、再任の推薦

をすることについて議会の意見を求める。 
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 諮問第 4号 

 

  人権擁護委員の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

住  所  国東市国東町・・・・・・・ 

 

氏  名  丹
に

 羽
わ

 秀
しゅう

 道
ど う

 

 

生年月日  昭和・年・月・日 

 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

 

国東市長  三 河 明 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 丹羽秀道委員の任期が令和元年 12月 31日に満了するため、再任の推薦

をすることについて、議会の意見を求める。 
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 諮問第 5号 

 

  人権擁護委員の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

住  所  国東市国見町・・・・・・・・・・ 

 

氏  名  藤
ふ じ

 原
わ ら

 和
か ず

 彌
や

  

 

生年月日  昭和・年・月・日 

 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

 

国東市長  三 河 明 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 藤原和彌委員の任期が令和元年 12月 31日に満了するため、再任の推薦

をすることについて、議会の意見を求める。 
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 諮問第 6号 

 

  人権擁護委員の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

住  所  国東市安岐町・・・・・・・・ 

 

氏  名  藤
ふ じ

 原
わ ら

 康
や す

 子
こ

 

 

生年月日  昭和・年・月・日 

 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

 

国東市長  三 河 明 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 令和元年 12月 31日に前任者の任期が満了するため、次期委員候補者と

して藤原康子氏を推薦することについて、議会の意見を求める。 
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 諮問第 7号 

 

  人権擁護委員の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者として、下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

24年法律第 139号）第 6条第 3項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

住  所  国東市安岐町・・・・・・・ 

 

氏  名  髙
た か

 橋
は し

 信
し ん

 也
や

 

 

生年月日  昭和・年・月・日 

 

 

  令和元年 9月 3日提出 

 

 

国東市長  三 河 明 史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 令和元年 12月 31日に前任者の任期が満了するため、次期委員候補者と

して髙橋信也氏を推薦することについて、議会の意見を求める。 
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